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Chromebookの持ち帰りについて 

Chromebook（１人１台の教育用端末機）の導入により、学校だけでなく、家庭でもChromebookを活用し

て学習できるようになりました。家庭学習で有効的に活用していただくために、以下の内容をご確認ください。 
 

１．できるようになること 

 

 

 

 

 

 

 

２．留意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆自宅の Wi-Fi環境やスマートフォンのテザリング機能を利用して、Chromebookをインターネットに

接続することで、オンライン学習を行うことができます（ご自宅のパソコン等からログインしてオン

ライン学習を行うこともできます）。 
 

◆「放課後寺子屋やまと」や「部活動」で Chromebookを使用することができます。 

 ※小学校の「放課後ひろば」と「児童クラブ」では、Chromebookを使用することができません。 

 ※児童の発達段階を考慮し、家庭への持ち帰りは当面の間４年生以上とします。 

① Chromebook は、お子様が学校・家庭で

の学習用としてのみ使用します。 
 

▪私的な利用（サイト閲覧・ゲーム等）はしないでくだ

さい。  
 

▪データの保存も、学習に関するものに限ります。 

② Chromebookの各種設定を変更しません。 
 

▪トップ画面やアプリの配置、パスワード等の変更、 

アプリのインストールやアンインストール等は禁止 

です。 
 

▪USB メモリやデジタルカメラ等、私物の機器の接 

続は禁止です。 

③ Chromebookを大切に扱います。 
 

▪Chromebookはお子様のみが使用し、他人に貸

したり使わせたりしません。 
 

▪不具合等（紛失、汚損、破損を含む）が発生したと

きは、速やかに学校に連絡します。 

 ※持ち帰り時における不具合につきましては、原

則として原状復帰をお願いします。 

  機器の取扱いについて、お子様を 

  含め、ご家庭内で意識を共有 

  した上でご利用ください。 

④ お子様や他人の個人情報を守ります。 
 

▪IDやパスワードはお子様自身が管理します。 
 

▪お子様が、自身や他人の個人情報を許可なく 

 インターネット上に公開 

 しないようにします。 

⑤ 情報モラル教育へのご協力をお願いします。 
 

▪次ページの資料等を参考に、ご家庭でも折に触れて 

 お子様への指導助言をよろしく 

 お願いいたします。 

⑥ 健康面に留意します。 
 

▪正しい姿勢を保つ、長時間使用しすぎないように

する、就寝直前まで使用しない等、お子様の健康

面への配慮をお願いします。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３．補足事項 

  

 

 

 

 
    

４．参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省リーフレット「ちょっと待って！スマホ時代のキミたちへ～スマホやネットばかりになっていない？～2021年版（小学校高学年・中学生用）」より抜粋 
 

※ 次のサイト等も参考になりますので、ぜひご覧ください。 
  

 ▪文部科学省 HPより「保護者のための情報モラル教室 話し合っていますか？家庭のルール」 

   

 ▪「ネット社会の歩き方」 （http://www2.japet.or.jp/net-walk/） 

⑦ その他 
 

▪Chromebookを拭く際は、ハンカチなど乾いたきれいな布でお

願いします（次亜塩素酸水やアルコール等、水分を含んだもので

拭くと故障の原因になります）。 
 

▪持ち帰った Chromebookは、登校の際には忘れずにお子様に

持たせてください（忘れると授業に支障が生じます）。 
 

▪その他「Chromebook活用のルール」及び「大和市教育用端末

機貸出要領」の規定を守ります。 

①「教育用端末機の使用に関する同意書」をご提出の際は、お子様と一緒に「〇〇学校『Chromebook活用

のルール』」も併せて確認し、各自が自署の上、担任までご提出ください。 
 

② このお知らせは、「大和市教育用端末機貸出要領」に基づき作成しています。 

全文につきましては、大和市教育研究所のＨＰをご参照ください。 

（大和市教育研究所 HP  https://www.city.yamato.lg.jp/section/ehon_no_machi/age/G/G00024.html）  

 

 


